
    
  

 

農
業
委
員
会
は
、
農
業
に
関
す
る
当

面
の
重
要
課
題
に
加
え
、
農
地
・
担
い

手
に
係
る
諸
問
題
に
対
し
検
討
を
行
い
、

農
業
者
の
代
表
と
し
て
農
業
者
の
声
を

行
政
に
反
映
す
る
活
動
と
し
て
、
要

望
・
建
議
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

本
年
度
は
、
昨
年
12

月
11

日
に
杉
坂

会
長
、
谷
内
会
長
職
務
代
理
者
、
大
道

農
政
部
会
長
か
ら
岡
田
町
長
と
古
川
議

長
へ
要
請
書
を
提
出
し
、
国
並
び
に
北

海
道
に
対
し
て
働
き
掛
け
の
要
請
を
行

い
ま
し
た
。 

 

                 

 

【
要
請
項
目
】 

１１１１ 

Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
交
渉
へ
の
対
応
に

つ
い
て 

 

Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
は
、
交
渉
内
容
に
関
す

る
徹
底
し
た
情
報
開
示
と
明
確
な
説
明

を
行
い
、
国
益
を
ど
う
守
っ
て
い
く
か

明
確
な
方
針
を
示
し
、
農
業
、
農
村
地

域
社
会
の
持
続
的
発
展
に
支
障
が
生
じ

る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
交
渉
か

ら
脱
退
も
辞
さ
な
い
も
の
と
し
、
万
全

の
対
応
を
行
う
こ
と
。 

２２２２ 

農
業
基
盤
整
備
予
算
の
確
保
に

つ
い
て 

 

農
業
の
生
産
性
向
上
と
品
質
の
高
い

農
産
物
の
生
産
、
食
料
自
給
率
の
向
上

に
と
っ
て
基
盤
整
備
事
業
の
推
進
は
不

可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
農
村
現
場
に

必
要
な
予
算
を
継
続
的
に
確
保
す
る
と 

と
も
に
、
地
域
の
圃
場
条
件
に
合
っ
た

弾
力
的
な
整
備
や
、
地
元
負
担
の
軽
減

に
配
慮
す
る
こ
と
。 

３３３３ 

有
害
鳥
獣
の
駆
除
対
策
に
つ
い

て 

有
害
鳥
獣
に
よ
る
農
業
被
害
は
、
約

５
千
万
円
に
達
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

鳥
獣
被
害
防
止
緊
急
捕
獲
活
動
等
に
対

す
る
補
助
制
度
の
予
算
確
保
と
期
間
延

長
及
び
ハ
ン
タ
ー
の
育
成
・
確
保
に
資

す
る
規
制
緩
和
な
ど
を
図
り
、
体
制
の

整
備
に
努
め
る
こ
と
。 

 

４ 

農
業
委
員
会
組
織
体
制
と
関
係

予
算
の
確
保
に
つ
い
て 

 

農
地
行
政
は
公
正
中
立
な
機
関
に
よ

っ
て
運
営
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

今
後
も
公
選
を
基
本
と
し
た
委
員
構
成

と
農
業
委
員
会
の
必
置
規
制
を
堅
持
す

る
こ
と
。
ま
た
、
今
後
は
農
地
台
帳
の

法
定
化
や
経
営
所
得
安
定
対
策
の
見
直

し
に
伴
う
活
用
や
「
農
地
中
間
管
理
機

構
」
設
置
な
ど
、
こ
れ
ら
の
新
た
に
必

要
と
な
る
事
務
の
内
容
を
早
期
に
明
ら

か
に
す
る
と
と
も
に
、
所
要
経
費
に
対

し
て
は
、
十
分
な
予
算
措
置
を
講
じ
る

等
、
自
治
体
へ
の
新
た
な
経
費
や
事
務

負
担
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
制

度
と
す
る
こ
と
。 

農
業
委
員
会
で
は
、
平
成
21
年
度

の
農
地
法
改
正
に
よ
り
農
地
の
利
用

調
査
が
義
務
化
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
平
成
22
年
８
月
に
農
地
パ
ト
ロ

ー
ル
（
利
用
状
況
調
査
）
実
施
要
領

を
制
定
し
、
同
要
領
に
基
づ
き
毎
年

１
回
、
町
内
の
農
地
の
利
用
状
況
調

査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。 

昨
年
９
月
に
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
と

併
せ
て
農
地
の
利
用
状
況
調
査
を
実

施
し
た
結
果
、
遊
休
農
地
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。 

○○○○
農
地
所
有

農
地
所
有

農
地
所
有

農
地
所
有
者者者者
へ
の
お

へ
の
お

へ
の
お

へ
の
お
願願願願
いいいい    

農
地
は
一
度
耕
作
を
や
め
て
数
年

経
て
ば
、
原
形
が
分
か
ら
な
い
ほ
ど

に
荒
れ
て
し
ま
い
ま
す
。 

遊
休
農
地
（
耕
作
放
棄
地
）
は
、

農
地
集
積
に
支
障
を
き
た
す
だ
け
で

な
く
、
周
辺
の
病
害
虫
発
生
を
助
長

し
、
有
害
鳥
獣
の
隠
れ
場
所
に
な
る

な
ど
農
業
振
興
に
悪
影
響
を
お
よ
ぼ

し
ま
す
。 

ま
た
、
ご
み
の
不
法
投
棄
、
火
災

発
生
の
原
因
に
な
る
な
ど
生
活
環
境

へ
の
悪
影
響
も
考
え
ら
れ
ま
す
の

で
、
適
正
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

 
 

古川議長へ要請書提出 

岡田町長へ要請書提出 


